
  ○常総衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例 

昭和３９年３月１８日 

常総衛生組合条例第２号 

 

 改正 昭和４３年１０月１４日 組合条例第３号  昭和４６年１１月１８日 組合条例第５号 

    昭和４９年 ８ 月２６日 組合条例第４号  昭和５２年 ３ 月２４日 組合条例第３号 

    昭和５５年 ７ 月２１日 組合条例第６号  昭和５７年 ３ 月 ３ 日 組合条例第１号 

    昭和５８年 ７ 月１９日 組合条例第４号  令和 ６ 年 ３ 月２９日 組合条例第１号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は，常総市職員の給与に関する条例（昭和３２年水海道市条例第９号）第

２４条第１項の規定に基づき，職員の特殊勤務に関する事項を定めることを目的とする。 

 （特殊勤務手当） 

第２条 特殊勤務手当は，処理場内において職員が清掃作業に従事するときは１日につき６

００円，半日につき３００円とする。 

 （委任） 

第３条 この条例の施行に関し，必要な事項は，組合規則で定める。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行し，処理業務が開始したときから適用する。 

   附 則（昭和４３年組合条例第３号） 

 この条例は，昭和４３年１１月１日から施行する。 

   附 則（昭和４６年組合条例第５号） 

 この条例は，昭和４７年１月１日から施行する。 

   附 則（昭和４９年組合条例第４号） 

 この条例は，公布の日から施行し，昭和４９年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和５２年組合条例第３号） 

 この条例は，昭和５２年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和５５年組合条例第６号） 

 この条例は，公布の日から施行し，昭和５５年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和５７年組合条例第１号） 

 この条例は，昭和５７年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和５８年組合条例第４号） 

 この条例は，公布の日から施行し，昭和５８年４月１日から適用する。 



   附 則（令和６年組合条例第１号） 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。 


